
交野市公募型見積合わせに係る公告

令和 7 年 5 月 20 日 （ 火 ）

令和 7 年 6 月 30 日 （ 月 ）

令和 年 月 日 （ ）

令和 7 年 6 月 30 日 （ 月 ）

（

⑩見積（契約）方法 （ 総価契約

⑪見積金額

⑫見積書の宛先

⑬見積書提出期限 令和 7 年 5 月 30 日 （ 金 ）

⑭見積書提出方法

⑮提出先

⑯積算内訳書の要否 （

⑰同等品の可否 （

⑱同等品申請

⑲申請期日 令和 7 年 5 月 23 日 （ 金 ）

⑳回答日時 令和 7 年 5 月 27 日 （ 火 ）

㉑回答方法

㉒質疑方法

㉓質疑期日 令和 7 年 5 月 23 日 （ 金 ）

㉔回答方法

㉕回答日時 令和 7 年 5 月 27 日 （ 火 ）

㉖契約者の決定

㉗結果の通知方法

㉘結果の公表

⑧仕様・規格・数量等 別紙仕様書のとおり

③事業担当課 交野市選挙管理委員会事務局

⑤納入（履行）場所 交野市私部１ー１ー１

⑥納入期限 まで

⑦履行期間
から

まで

⑨参加要件

競争入札参加資格 指定なし ）

地域要件

その他

消費税及び地方消費税額を含む

交野市長

午後5時 まで

午後５時 まで

午後３時

見
積
書

）

　下記⑮のメールアドレスに、見積書（任意様式）を添付して送信すること。
　メール提出が困難な場合は、選挙管理委員会事務局窓口へ提出すること。

senkan@city.katano.osaka.jp

必要

　下記のとおり、見積合わせを実施するので公告する。

質
疑

④事業担当課ホームページ https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2025050800019/

②案件名 ノートパソコンの備品購入

事業担当課ホームページに回答を掲載する。
※質疑が無い場合には、回答日時より前にその旨を掲載する場合がある。

午後３時 以降

以降

事業担当課ホームページに回答を掲載する。

質疑がある場合は、期日までに事業担当課に質疑書を提出すること。

午後５時 まで

）

同
等
品

事業担当課 選挙管理委員会事務局 TEL 072-892-0121（代表）

①公告日

㉙ そ の 他

㉚ 本 案 件 に
関する問合せ先

結
果

　有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で、最も安価な価格で
見積りをした者を契約の相手方として決定する。

契約の相手方に決定した者にのみ電話にて連絡する。

公募型見積合わせの結果は、遅滞なく事業担当課ホームページで公表する。

可 ）

　同等品で見積りをする場合は、期日までに事業担当課に同等品申請書及びカ
タログ等その製品の仕様が分かるものを提示して、同等品であることの確認を受
けるものとする。（同等品「可」の場合のみ）

mailto:senkan@city.katano.osaka.jp
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2025050800019/

